
●　基　　本　　料　　金（概算） 土浦市の場合

●　営業時間外の場合（基本料金に対して）

長時間訪問看護加算(90分以上）

＊　　介護保険からの給付サービスを利用する場合には、基本料金の１割か２割が目安です。

＊　　介護保険の給付の範囲を超えたサービスの利用の場合は、全額自己負担となります。

＊　　緊急時訪問看護加算をご契約の方は２４時間対応いたします。

＊　　上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなくケアプランに

＊　　医療保険でのご利用は疾病が限られていますので初回でご相談させて頂きます。

　　　定められた目安の時間を基準とします。

早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時） ２５％増し

深夜（午後１０時～午前６時） ５０％増し

●　ケアプラン上の時間を超過した場合（当事業所の料金を頂きます）

３０分ごと ４，０００円

初回加算

退院時共同指導加算

３００単位

６００単位

８４８円

１，１６４円

３１５円

（６級地用） [契約書別紙]

自己負担分（１割）

看護師の訪問

２０分（１回あたり）
理学療法士
作業療法士

④１時間以上１時間半未満

（営業時間内）

①２０分未満

②３０分未満

③３０分以上１時間未満

元気館訪問看護ステーション　訪問看護利用料金表　[１／３]

平成２８年10月10日現在

Ⅰ．訪問看護の利用料　お支払して頂く料金の単価は下記のとおりです。

１．介護保険利用時

単位

３１０単位

４６３単位

８１４単位

１，１１７単位

３０２単位

３２３円

４８２円

３１３円

６２５円

５６３円

５３１円

２６１円

２，８０４円

３１３円

２６５円

４１９円

５４０単位

５００単位

２５０単位

２，０００単位

３００単位

２５４単位/回

４０２単位/回

緊急時訪問看護加算

特別管理加算（Ⅰ）

特別管理加算（Ⅱ）

ターミナルケア加算

複数名
訪問加算

①３０分未満

②３０分以上



＊　　お支払いは月末締めで翌月の請求となります。訪問看護料と一緒に請求させていただきます。

衛生材用（ガーゼ・絆創膏・手袋など）

５，５５０円週３回まで（１日１回につき）

　４日以降（１日１回につき） ６，５５０円

週３回まで（１日１回につき） ５，０５０円

　４日以降（１日１回につき） ６，０５０円

　１回 ８，５００円

夜間・早朝訪問看護加算（６時～８時・１８時～２２時）

長時間訪問看護加算（週１日を限度）

退院時共同指導加算 ６，０００円

５，２００円

２，１００円/回

訪問看護基本療養費（Ⅲ）

＊　　訪問が９０分を超える場合は３０分につき４，０００円ずつの加算となります。

●　病状や条件によっては以下の料金等が加算されます。

特別管理加算
５，０００円（重症者）

２，５００円

複数名訪問看護加算

７，４００円月の初日

難病等複数回訪問加算
1日に2回 ４，５００円

1日に3回以上 ８，０００円

４，３００円／回 准看護師（週1回） ３，８００円／回看護師（週1回）

深夜訪問看護加算（２２時～６時） ４，２００円/回

２３,０００円（税込み）

平日(8:30～17:30)

土･日･祝日･営業時間外
死後の処置

医療保険利用時の営業日以外の訪問看護ｻｰﾋﾞｽ 土・日・祝日・年末年始　４,０００円/３０分

●　ご利用者様のご希望により契約された場合、下記の費用が加算されます。

２４時間対応体制加算 ５，４００円／月 

訪問看護情報提供療養費 １，５００円／月

３．その他の利用料

２１,０００円（税込み）

訪問看護ターミナルケア療養費 ２０，０００円／月（死亡月のみ）

外出付添サービス

実費相当

救急搬送時の付添・外来受診の付添・その
他の外出で看護師が付き添う必要がある場
合。車による移動はタクシーなどを利用
(交通費はご利用者様の負担となります)。

５，０００円/３０分（税込み）

＊　　基本料金・各加算に対して３割～１割の自己負担額がご請求金額となります。

＊　　各種、公費負担医療費受給者証をお持ちの方については自己負担額はありません。

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

（准看護師）

２日目以降 ２，９８０円
訪問看護管理療養費

元気館訪問看護ステーション　訪問看護利用料金表　[２／３]

２．医療保険利用時

●　基　　本　　料　　金

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

（看護師・理学療法士・言語聴覚士）



　　スタッフで対応しております。医療的な必要性や特別な事情がある場合以外は、お休みとなります。

　

Ⅲ．営業日以外とは、土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）です。休日は、限られた

Ⅱ．介護予防訪問看護での利用料は、訪問看護利用料１に準じます。ただし、ターミナルケア加算

　　及び、死後の処置は該当いたしません。

元気館訪問看護ステーション　訪問看護利用料金表　[３／３]

＊　　お支払を受けた時は、当該利用者様に対し、領収書を発行します。

Ⅳ．交通費

＊　　下記の地域は無料です。

　　　・土浦市　　　　　・かすみがうら市　　　　　　・石岡市

Ⅴ．キャンセル料

＊　　訪問の中止、変更等のご連絡はなるべく前日までにお願いします。

＊　　訪問日当日９時までにご連絡が無い場合は、利用料の全額を負担して頂きます。

介護保険適用時

　　（下記以外の地域は下記の地域を越えた地点より１kmあたり１５０円となります。）

医療保険適用時

＊　　本事業所からご利用者様宅（サービス実施場所）までの距離により交通費を頂きます。

　　　本事業所から１キロメートルあたり　　・・・５０円

　　　（生活保護受給者は交通費を頂きません。）

＊　　急な病状の悪化や入院等、やむ負えない事情がある場合はこの限りではありません。

Ⅵ．お支払方法

＊　　当月のご利用請求書は翌月１０日前後にお渡しいたします。

＊　　ご利用の翌月25日または、27日に口座引き落としでお支払いただけます。

　　　（ご利用の金融機関により異なります）


